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１【提出理由】

リンク・リアル・エステート・インベストメント・トラスト（以下「本ファンド」といいます。）に関

して、以下のとおり投資方針および分配方針に変更がありましたので、金融商品取引法第24条の５第４項

及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第２項第３号の規定に基づき、本臨時報告書を

提出するものです。

 

２【報告内容】

 

イ．変更の内容についての概要

 

　　　　　2018年７月25日に開催された本ファンドの受益証券保有者（以下「本受益証券保有者」という。）

の年次総会（以下「本年次総会」という。）において本受益証券保有者により特別決議が可決さ

れたことにより、本ファンドの受託会社であるHSBCインスティテューショナル・トラスト・サー

ビシズ（アジア）リミテッド（以下「本受託会社」という。）及び本ファンドの管理会社である

リンク・アセット・マネジメント・リミテッド（以下「本管理会社」という。）は、本管理会社

及び本受託会社間で締結され、本ファンドを設立した2005年９月５日付の原信託証書（11の追補

信託証書により修正済み）（これらを総称して「本信託証書」という。）を変更し、追補するた

めの本信託証書変更の効力を発生させるために、第十二追補信託証書を締結した。

 

　　　　　第十二追補証書により効力を生じた本信託証書の変更の主な目的は、（a）分配可能利益合計（本

信託証書に定義する。）の計算に関連する「本調整」の定義を変更し、（b）本信託証書の軽微な

変更を行い（疑義を避けるために付言すると、本(b)に関する特別決議は要しない。）、及び

（c）本ファンドの投資戦略の投資範囲を、香港証券先物規則により交付された香港不動産投資信

託コード（その後の変更を含み、以下「香港不動産投資信託コード」という。）に定める本関連

投資への投資を含めるよう拡大することである。

 

　　　　　「本関連投資」とは、香港不動産投資信託コードに基づき本ファンドが投資することが随時許容さ

れる、(ⅰ)香港証券取引所又はその他の国際的に認識されている取引所における上場証券、(ⅱ)

非上場の債務証券、（ⅲ）国債及びその他の公債、並びに（ⅳ）域内又は海外の不動産ファンド

を含む金融商品（但し、これらに限られない。）を意味する。

 

ロ．当該変更の年月日

　　　　　2018年７月25日
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